
平成３０年１１月２１日 

市民文化スポーツ局市民活動推進課 

 

指定管理者候補の選定結果について 

 

下記のとおり、指定管理者の「候補」が選定されました。指定管理者の指定につい

ては、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を経る必要があり、

３０年１２月議会の議決を経た後に正式に指定することとなります。 

 

１ 指定概要 

（１）施設概要 

    名 称：北九州市旧古河鉱業若松ビル 

    所在地：若松区本町一丁目１１番１８号 

    施設内容：レンガ造り２階建て 

【１ 階】・多目的ホールＡ（152.27ｍ２） 

・事務室兼資料収集室（47.77ｍ２）  

・給湯室兼資料倉庫（13.54ｍ２） 

【２ 階】・多目的ホールＢ（95.61ｍ２） ・会議室Ａ（27.75ｍ２） 

・会議室Ｂ（17.57ｍ２）    ・会議室Ｃ（31.89ｍ２）  

・資料室（27.72ｍ２）     ・備品倉庫（17.13ｍ２） 

【駐車場】・普通車８台（うち身体障害者用１台） 

 

（２）指定期間 

    平成３１年４月１日～平成３６年３月３１日 

 

（３）指定管理者候補の概要 

    名 称：中央興産株式会社 

    所在地：若松区浜町一丁目１９番９号 

    主な業務内容：コークス、石炭、石油等の販売を主として、他に石炭会館を

運営。 

 

２ 指定の経緯 

平成３０年 ９月 ７日 募集要項配布 

平成３０年１０月 １日 募集締め切り 

平成３０年１０月１６日 指定管理者検討会の開催 

平成３０年１１月    指定管理者候補を決定 

 

（１）応募資格 

・法人、その他の団体であること。（個人による応募は不可） 

・本社、本店又は主たる営業所、事務所等を、事故など緊急な対処を要する事態が

発生した場合に迅速に対応できる場所に有するもの。 



・募集説明会に参加していること。（共同事業体で応募する際は、代表団体が募集説

明会に参加していること。） 

  ※複数の団体により構成するグループによる応募について 

グループでの応募も可能です。その場合は、応募時に共同事業体を結成し、代

表団体を定めていただき、上記の要件を、その代表団体に求めます。 

なお、共同事業体の代表団体は、構成員中最も業務履行能力の大きい者とし、

出資比率は構成員中最大でなければならないこととします。 

・共同事業体を構成する場合は、競争性を確保した上で、本市経済の振興と地元団

体の育成を図る観点から、可能な限り地元団体を構成員とするよう努め、最低１

団体は地元団体とすること。 

 

（２）応募状況 

    説明会参加：１団体 

    応募件数：１団体（中央興産株式会社） 

 

３ 選定方法 

指定管理者の選定に当たっては、学識経験者や専門家等による指定管理者検討

会を開催し、応募者から提出された事業計画書等について検討しました。市は、

検討会の検討結果を参考に指定管理者候補を決定しました。 

 

４ 検討会構成員 

・［学識経験者］吉村 英俊 （北九州市立大学地域戦略研究所教授） 

・［地元団体関係］江口 奈緒美（若松青年商業会理事） 

・［有 識 者］武末 雅史 （北九州商工会議所若松サービスセンター長） 

・［有 識 者］田口 和博 （九州北部税理士会若松支部理事） 

・［有 識 者］藤井 晃  （公益財団法人北九州観光コンベンション協会観光事業部長） 

 

５ 選定基準 

選定基準（＝審査項目）及びポイント 

１ 指定管理者としての適性 

 （１）施設の管理運営（指定管理業務）に対する理念、基本方針 

  ① 応募団体が、市の当該分野における基本的な政策や計画、あるいは施設の設置目的や性格等

を十分に理解した上で、それらに適合した管理運営（指定管理業務）に対する理念や基本方針

を持っているか。 

 （２）安定的な人的基盤や財政基盤 

  ① 長期間安定的な管理運営（指定管理業務）を行っていくだけの人的基盤や財政基盤等を有し

ており、又は確保できる見込みがあるか。 

 （３）実績や経験など 

  ① 応募団体が同様、類似の業務の実績を有しており、成果を上げているか。 

  ② 応募団体が施設の管理運営（指定管理業務）に関する専門的知識や資格、経験を十分に有し

ており、熱意や意欲を持っているか。 

  ③ 複数の団体が共同して一つの応募団体となっている場合、それぞれの責任分担等が明確にな



っているか。 

２ 管理運営計画の適確性 

 【有効性】 

  （１）施設の設置目的の達成に向けた取組み 

   ① 施設の管理運営（指定管理業務）に係る事業計画の内容が、施設の効用を最大限に発揮し、

施設の設置目的に沿った成果が得られるものであるか。 

   ② 利用促進を目的としている施設の場合、施設の利用者の増加や利便性を高めるための実施

可能な提案があるか。 

   ③ 複数の施設を一括して管理する場合、施設間の有機的な連携が図られる提案があるか。 

   ④ 施設の設置目的に応じた営業・広報活動に関する効果的な提案があるか。 

  （２）利用者の満足度 

   ① 利用者の満足が得られるよう十分に考えられているか。 

   ② 利用者の意見を把握し、それらを反映させる仕組みを構築しているか。 

   ③ 利用者からの苦情に対する対策が十分に考えられているか。 

   ④ 利用者への情報提供が図られるよう十分に考えられているか。 

   ⑤ その他サービスの質を維持・向上するための具体的な提案がなされているか。 

 【効率性】 

  （３）指定管理料及び収入 

   ① 指定管理業務に係る費用（指定管理料）が最小限に抑えられているか。 

   ② 収入が最大限確保される提案であるか。 

   ③ 完全利用料金制の場合、市に対して収益の一部を納付する提案があるか。 

  （４）収支計画の妥当性及び実現可能性 

   ① 収支計画が妥当かつ、実現可能な提案であるか。 

   ② 経費の配分は適切であるか。 

   ③ 積算根拠は明確であるか。 

   ④ 再委託が適切な水準で行われているか。 

 【適正性】 

  （５）管理運営体制など 

   ① 施設の管理責任者、管理体制が明確に示されているか。 

   ② 施設の管理運営（指定管理業務）にあたる人員の配置が合理的であるか。 

   ③ 施設の管理運営（指定管理業務）にあたる人員が必要な資格、経験などを有しているか。 

   ④ 職員の資質・能力向上を図るよう考えられているか。 

   ⑤ 地域の住民や関係団体等との連携や協働による事業展開が図られるものであるか。 

  （６）平等利用、安全対策、危機管理体制など 

   ① 施設の利用者の個人情報を保護するための対策が十分に考えられているか。 

   ② 利用者を限定しない施設の場合、利用者が平等に利用できるよう配慮されているか。 

   ③ 利用者が限定される施設の場合、利用者の選定が公平で適切に行われるよう配慮されてい

るか。 

   ④ 日常の事故防止などの安全対策や事故発生時の対応などが十分に考えられているか。 

   ⑤ 防犯、防災対策や非常災害時の危機管理体制などが十分考えられているか。 

 

 



【評価レベル】 

評価 

レベル 
乗 率 評価レベルの考え方 

５ １００％ 
特に優れている（市の要求水準を大幅に上回っている、高度な能力を有

している） 

４ ８０％ 優れている（市の要求水準を上回っている、十分な能力を有している） 

３ ６０％ 普通（市の要求水準を満たしている、一応の能力を有している） 

２ ４０％ 多少不十分である（市の要求水準を下回っている、多少能力が乏しい） 

１ ２０％ 不十分である（市の要求水準を大幅に下回っている、能力が乏しい） 

０ ０％ 劣っている（能力がほとんどなく、任せることに不安がある） 

 



６ 審査結果 

（１）評価レベル及び得点 

団体名 
選定基準（＝審査項目） 

及びポイント 
配点 

評価レベル 

得点 構成員 検討会 

審査結果 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 

中
央
興
産
株
式
会
社 

１ 指定管理者としての適性 

(1) 施設の管理運営に対する

理念、基本方針 
5 5 4 5 4 4 4 4 

(2) 安定的な人的基盤や財政

基盤 
5 5 4 4 3 4 4 4 

(3) 実績や経験など 5 5 5 4 4 4 4 4 

２ 管理運営計画の適確性 

【有効性】 

 
(1) 施設の設置目的の達成

に向けた取組み 
30 4 4 4 4 4 4 24 

 (2) 利用者の満足度 10 4 4 4 4 4 4 8 

【効率性】 

 (3) 指定管理料及び収入 15 4 4 4 4 4 4 12 

 
(4) 収支計画の妥当性及び

実現可能性 
10 4 4 4 4 4 4 8 

【適正性】 

 (5) 管理運営体制など 10 5 4 5 4 4 4 8 

 
(6) 平等利用、安全対策、危

機管理体制など 
10 5 5 4 4 4 4 8 

合  計 100 87 83 83 79 80 ― 80 

地元団体に対する優遇措置（5点） 85 

 

 

（２）検討会における主な意見 

・現指定管理者として１０年間の実績経験があり、安定感がある。 

・観光客の受け入れやＰＲについてさらに強化してほしい。 

・館長は熱意、知識、経験が十分あり素晴らしいが、人が変わっても問題ない

よう、後継者の育成に力を入れていただきたい。 

・地域や関係団体と連携を図り、文化・歴史の拠点として若松地区の発展に寄

与していることは評価できる。さらに充実を図っていただきたい。 

 

（３）検討会における検討結果 

これまでの実績経験が十分にあり、また、地域や関係団体と連携した取り組み

の提案がなされており、指定管理者として基準を十分満たしているという意見で

一致した。 

 

７ 選定結果 

市は、検討会の検討結果を参考に中央興産株式会社を指定管理者候補に選定しま

した。 

 



（１）選定された団体の主な提案内容 

別紙「提案概要」のとおり 

 

（２）市における主な選定理由 

・北九州市旧古河鉱業若松ビルの設置目的及び市の施策についてよく理解して

おり、また同施設の管理に関する意欲が強く感じられる。 

・現指定管理者としての実績は高く評価でき、今後とも、交流・文化・観光拠

点施設としての施設の管理運営が期待できる。 

・地域や関係団体との連携や協働により築いたネットワークを活用し、地域の

にぎわいづくりに貢献する多彩な事業が期待できる。 

 

８ 提案額 

・７，８９９千円（平成３１年度） 

・７，７４７千円（平成３２年度） 

・７，７４７千円（平成３３年度） 

・７，８９９千円（平成３４年度） 

・７，７４７千円（平成３５年度） 

 


